
健
康
・
福
祉

児
童
手
当
の
現
況
届
は

６
月
中
に
提
出
を

令
和
２
年
５
月
ま
で
児
童
手
当
を
受
給
し

て
い
た
人
に
、
６
月
上
旬
ま
で
に
関
係
書

類
等
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を

記
入
し
、
必
要
書
類
を
添
え
て
同
封
の
返

信
用
封
筒
で
返
送
期
限
ま
で
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
こ
ど
も
未
来
課
、
各
振
興
局
の
窓
口
で
届
出

を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
届
出
が
な
い
場
合
、
受
給
資
格
が
あ
っ
て
も
10

月
支
給
の
児
童
手
当
は
受
け
取
れ
ま
せ
ん
。

※
児
童
手
当
に
は
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

※
平
成
31
年
中
の
所
得
を
修
正
申
告
し
た
人

は
、
支
給
額
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
こ
ど
も
未
来
課
家
庭
支
援
係

　
☎
㉒
８
２
９
２
（
市
役
所
１
階
）

も
の
わ
す
れ
保
健
室

最
近
も
の
わ
す
れ
が
気
に
な
る
等
の
不
安

や
悩
み
を
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
と
き

　
７
月
５
日
㈰　
午
後
２
時
〜
４
時

■
と
こ
ろ

　
ア
オ
ー
ゼ
１
階
音
楽
練
習
室

■
参
加
費　
１
０
０
円

※
申
込
み
不
要
で
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

問
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
ひ
た
実
行
委
員
会
事

務
局
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
花
花
）

　
☎
㉖
３
５
０
１

　
長
寿
福
祉
課
長
寿
福
祉
係

　
☎
㉒
８
２
９
９
（
市
役
所
１
階
）

「
第
十
一
回
特
別
弔
慰
金
」

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
さ
ま
へ

今
日
の
日
本
の
平
和
と
繁
栄
の
礎
と
な
っ

た
戦
没
者
等
の
尊
い
犠
牲
に
思
い
を
い
た

し
、
国
と
し
て
改
め
て
弔
慰
の
意
を
表
す

た
め
、
戦
没
者
等
の
ご
遺
族
に
特
別
弔
慰

金
を
支
給
し
ま
す
。

■
支
給
対
象
者

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で
、

令
和
２
年
４
月
１
日
（
基
準
日
）
に
お

い
て
「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」

や
「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法

に
よ
る
遺
族
年
金
」
等
を
受
け
て
い
る

人
（
戦
没
者
等
の
妻
や
父
母
）
が
い
な

い
場
合
に
、
次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位

の
ご
遺
族
１
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者

戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金

の
受
給
権
を
取
得
し
た
人

②
戦
没
者
等
の
子

③
戦
没
者
等
の
父
母
・
孫
・
祖
父
母
・
兄

弟
姉
妹

④
①
〜
③
以
外
で
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま

で
引
き
続
き
１
年
以
上
の
生
計
関
係
を

有
し
て
い
た
、
三
親
等
内
の
親
族

■
支
給
額

　
額
面
25
万
円
（
５
年
償
還
の
記
名
国
債
）

■
請
求
期
限　
令
和
５
年
３
月
31
日
㈮

※
請
求
期
限
を
過
ぎ
る
と
第
十
一
回
特
別
弔
慰

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
請
求
窓
口

　
社
会
福
祉
課
福
祉
総
務
係
、
各
振
興
局

問
社
会
福
祉
課
福
祉
総
務
係

　
☎
㉒
８
２
０
３
（
市
役
所
１
階
）

教
科
書
展
示
会
を
開
催

　
令
和
３
年
度
か
ら
中
学
校
で
使
用
す
る
教

科
書
の
見
本
を
展
示
し
ま
す
。
今
回
展
示

す
る
見
本
の
中
か
ら
、
本
市
の
中
学
校
で

使
用
す
る
教
科
書
が
市
教
育
委
員
会
で
採

択
さ
れ
ま
す
。

■
展
示
場
所
・
展
示
期
限
等

【
市
役
所
別
館
３
階　
中
会
議
室
】

６
月
25
日
㈭
ま
で

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

【
淡
窓
図
書
館
１
階　
展
示
室
】

６
月
24
日
㈬
ま
で

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

（
火
曜
日
〜
日
曜
日
の
み
）

※
月
曜
日
・
第
４
木
曜
日
は
休
館
。

※
淡
窓
図
書
館
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
防
止
対
策
と
し
て
30
分
以
内
の
利
用
時
間

と
な
り
ま
す
。

問
学
校
教
育
課
指
導
係

　
☎
㉒
８
３
２
６
（
市
役
所
別
館
２
階
）

有
田
川
出
土
の
埋
没
樹
木
見
学
会

有
田
川
の
河
川
改
修
工
事
現
場
か
ら
、
９

万
年
前
の
阿
蘇
山
大
噴
火
に
伴
う
火
砕
流

に
よ
っ
て
埋
ま
っ
た
と
見
ら
れ
る
樹
木
が

多
数
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
木
は
、
一

時
的
に
日
田
市
森
林
組
合
に
移
送
し
保
管

さ
れ
て
お
り
、
今
後
は
国
立
科
学
博
物
館

へ
運
ば
れ
、
鑑
定
や
古
環
境
の
復
元
な
ど

の
調
査
研
究
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
先

立
ち
、
次
の
と
お
り
現
地
見
学
会
を
開
催

し
ま
す
の
で
、
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
と
き

　
６
月
28
日
㈰　
午
前
10
時
〜
午
後
２
時

■
と
こ
ろ　
日
田
市
森
林
組
合

問
博
物
館
☎
㉒
５
３
９
４

日
田
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

見
直
し
に
関
す
る
説
明
会

日
田
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と

は
、
長
期
的
な
展
望
に
立
っ
た
都
市
の
将

来
像
を
明
確
に
す
る
た
め
、
大
分
県
が

「
都
市
計
画
区
域
」
に
お
け
る
将
来
の
ま

ち
づ
く
り
の
基
本
的
な
方
針
を
示
す
も
の

で
す
。
前
回
の
改
正
時
か
ら
約
10
年
が
経

過
し
、
大
分
県
で
は
「
都
市
計
画
区
域
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
見
直
し
に
着
手
し
て

お
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
地
域
の
皆
さ

ん
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

■
と
き　
７
月
22
日
㈬

　
午
後
７
時
〜
（
１
時
間
程
度
）

■
と
こ
ろ　
市
役
所
７
階　
大
会
議
室

問
大
分
県
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
☎
０
９
７
‐
５
０
６
‐
４
６
５
９

　
都
市
整
備
課
都
市
計
画
係

　
☎
㉒
８
２
１
７

税
務
職
員
採
用
試
験
受
験
者

人
事
院
九
州
事
務
局
と
熊
本
国
税
局
で

は
、
税
務
職
員
採
用
試
験
（
高
卒
程
度
）

の
受
験
者
を
募
集
し
ま
す
。

■
申
込
期
間

　
６
月
22
日
㈪
〜
７
月
１
日
㈬

※
受
験
資
格
等
の
詳
細
は
、
人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー

イ
ベ
ン
ト

講
習
・
試
験

くらしの情報【注意】新型コロナウイルス感染症の影響で内容が変更する場合があります。二次元コードで確認を！

　
ジ
で
確
認
又
は
、
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
人
事
院
九
州
事
務
局

　
☎
０
９
２
‐
４
３
１
‐
７
７
３
３

　
税
務
課
税
制
窓
口
係

　
☎
㉒
８
３
９
７
（
市
役
所
１
階
）

初
心
者
狩
猟
講
習
会

狩
猟
免
許
を
取
得
す
る
た
め
に
大
分
県
猟

友
会
が
開
催
す
る
、
初
心
者
狩
猟
講
習
会

が
実
施
さ
れ
ま
す
。

■
講
習
日
・
会
場

①
わ
な
猟　
７
月
12
日
㈰

　
大
分
県
教
育
会
館
（
大
分
市
）

②
第
一
・
二
種
銃
猟

　
７
月
18
日
㈯
・
19
日
㈰

　
大
分
県
総
合
社
会
福
祉
会
館
（
大
分
市
）

③
わ
な
猟　
８
月
１
日
㈯

　
杵
築
市
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
杵
築
市
）

④
わ
な
猟　
８
月
２
日
㈰

　
日
田
市
桂
林
公
民
館
（
日
田
市
）

⑤
わ
な
猟　
８
月
22
日
㈯

　
弥
生
地
区
公
民
館
（
佐
伯
市
）

⑥
わ
な
猟　
８
月
23
日
㈰

　
さ
ん
さ
ん
館
本
館
（
宇
佐
市
）

⑦
わ
な
猟　
８
月
29
日
㈯

　
豊
後
大
野
市
中
央
公
民
館
（
豊
後
大
野
市
）

⑧
わ
な
猟　
８
月
30
日
㈰

　
大
分
県
教
育
会
館
（
大
分
市
）

⑨
第
一
・
二
種
銃
猟　
９
月
26
日
㈯

　
大
分
県
教
育
会
館
（
大
分
市
）

　
９
月
27
日
㈰

　
大
分
県
猟
友
会
（
大
分
市
）

■
受
講
料

　
わ
な
猟　
８
千
円

　
第
一
・
二
種
銃
猟　
１
万
２
千
円

　
わ
な
猟
＋
第
一
・
二
種
銃
猟　
２
万
円

■
受
付
期
間

①
②…

６
月
22
日
㈪
〜
７
月
３
日
㈮

③
④…

７
月
6
日
㈪
〜
21
日
㈫

⑤
⑥
⑦
⑧…

７
月
27
日
㈪
〜
８
月
11
日
㈫

⑨…

９
月
１
日
㈫
〜
15
日
㈫

■
受
付
場
所　
日
田
市
猟
友
会

問
日
田
市
猟
友
会
（
行
政
書
士
樋
口
政
信

事
務
所
内
）
☎
㉔
６
５
９
８

　
林
業
振
興
課
有
害
鳥
獣
対
策
係

　
☎
㉒
８
２
１
２
（
市
役
所
３
階
）

狩
猟
免
許
試
験
（
新
規
）

　
新
た
に
狩
猟
免
許
を
取
得
す
る
人
で
西
部

振
興
局
管
内
（
日
田
・
玖
珠
・
九
重
）
に

住
所
を
有
す
る
人
が
対
象
で
す
。

■
試
験
日

①
８
月
８
日
㈯　
第
一
・
二
種
銃
猟

②
８
月
９
日
㈰　
網
猟
・
わ
な
猟

③
９
月
12
日
㈯　
網
猟
・
わ
な
猟

④
10
月
３
日
㈯　
第
一
・
二
種
銃
猟

⑤
10
月
４
日
㈰　
網
猟
・
わ
な
猟

■
会
場

①
②
③
日
田
総
合
庁
舎　
４
階
大
会
議
室

④
⑤
大
分
県
庁
舎　
正
庁
ホ
ー
ル

■
時
間　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

■
受
付
期
間

①
②
…
７
月
13
日
㈪
〜
31
日
㈮

③
…
８
月
24
日
㈪
〜
９
月
４
日
㈮

④
⑤
…
９
月
14
日
㈪
〜
25
日
㈮

※
受
験
手
数
料
は
、
県
の
政
策
で
令
和
２
年
度

は
徴
収
し
ま
せ
ん
。

■
受
付
場
所

　
大
分
県
西
部
振
興
局
森
林
管
理
班

問
大
分
県
西
部
振
興
局
森
林
管
理
班

　
☎
㉒
２
５
８
５

林
業
振
興
課
有
害
鳥
獣
対
策
係

☎
㉒
８
２
１
２
（
市
役
所
３
階
）

狩
猟
免
許
更
新

平
成
29
年
度
に
狩
猟
免
許
を
取
得
、
若
し

く
は
更
新
し
た
人
が
対
象
で
す
。

■
種
別　

　
第
一
・
二
種
銃
猟
、
網
猟
、
わ
な
猟

■
更
新
日
・
会
場

①
９
月
４
日
㈮　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
日
田
総
合
庁
舎　
４
階
大
会
議
室

②
９
月
８
日
㈫　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
玖
珠
総
合
庁
舎　
３
階
大
会
議
室

※
①
・
②
の
い
ず
れ
か
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
更
新
手
数
料　
各
２
９
０
０
円　

■
受
付
期
間　
８
月
３
日
㈪
〜
21
日
㈮

■
受
付
場
所

　
大
分
県
西
部
振
興
局
森
林
管
理
班

問
大
分
県
西
部
振
興
局
森
林
管
理
班

　
☎
㉒
２
５
８
５

林
業
振
興
課
有
害
鳥
獣
対
策
係

☎
㉒
８
２
１
２
（
市
役
所
３
階
）

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習

■
と
き　
７
月
30
日
㈭
・
31
日
㈮　

■
と
こ
ろ　
ア
オ
ー
ゼ

■
受
講
料　
８
千
円　

■
定
員　
80
人

■
受
付
期
間　
６
月
18
日
㈭
〜
25
日
㈭

■
申
込
方
法　
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は

受
講
申
請
書
を
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
申
込
み

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
（
一
財
）
日
本
防
火
・
防
災
協
会

　
☎
０
３
‐
３
５
９
１
‐
７
１
２
１

　
　
０
３
‐
３
５
９
１
‐
７
１
３
０

日
隈
こ
ど
も
園

民
間
移
管
先
法
人
の
募
集

本
市
で
は
、
将
来
に
わ
た
り
良
好
な
保
育

環
境
を
整
備
し
、
さ
ら
に
そ
の
向
上
を
図

る
た
め
、
公
立
認
定
こ
ど
も
園
等
の
民
営

化
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
移
管
先
法
人
を

募
集
し
ま
す
。

・
名
称　
日
田
市
立
日
隈
こ
ど
も
園

・
形
態　
保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園

・
所
在
地　
日
ノ
隈
町
１
８
３
番
地
２

■
応
募
資
格

　
市
内
で
認
定
こ
ど
も
園
又
は
保
育
所
の

運
営
実
績
の
あ
る
法
人

■
公
募
期
限　
７
月
15
日
㈬

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
こ
ど
も
未
来
課
子
育
て
支
援
係

　
☎
㉒
８
３
１
７
（
市
役
所
１
階
）

消
費
生
活
相
談
員
資
格

　
日
田
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
消
費

生
活
相
談
員
が
地
域
の
人
々
の
消
費
生
活

に
関
す
る
様
々
な
相
談
に
あ
た
っ
て
い
ま

す
。
「
消
費
生
活
相
談
員
資
格
」
の
取
得

に
挑
戦
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
試
験
日
（
第
一
次
試
験
）

　
10
月
17
日
㈯

■
受
付
期
間
（
消
印
有
効
）

　
６
月
22
日
㈪
〜
８
月
４
日
㈫

■
資
料
等
請
求
及
び
問
合
せ
先

　
独
立
行
政
法
人　
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
３
‐
３
４
４
３
‐
７
８
５
５

問
商
工
労
政
課
商
業
・
消
費
生
活
係

　
☎
㉒
８
２
３
９
（
市
役
所
３
階
）

募
集

次回の広報ひた７月１日号は、７月１日㈬に発送します。Information ６.15
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